
【改善（計画）報告書の記載方法について】
改善（計画）報告書は、「記載されている回答期限までに、全ての指摘事項を改善し、その措

置内容を記載する」といった主旨のものではありません。
「改修時期」や「改修方法」など、具体的な内容を明記した上で、遅滞なく回答してください。
また、改善（計画）報告書の記載例を次のように示しましたので、参考としてください。改善

（計画）の内容に具体性がない、又は不明な点があるといった場合には、こちらから電話で再確
認させていただく場合もあります。
ご不明な点がありましたら、立入検査等結果通知書に記載されている電話番号までご連絡くだ

さい。

第４号様式(第15条第４項)

№１－１

改善（計画）報告書

令和 年 月 日

緑消防署長

住 所

名 称

責 任 者

職・氏名

令和４年４月１日立入検査により指摘された事項について、改善（計画）・措置した事項は次のとおり
です。

（提出期限 令和４年４月15日）

消 防名 称査察企画ビル

対象
物

所 在 地横浜市保土ケ谷区川辺町２番地９ 令別表第１区分 １６項イ

指 摘
番 号

指 摘 事 項 改善(計画)・措置内容
実施(予定)
年月日

1
管理権原を有する者は、甲種防火管理講習修了者等の中から防火

管理者を選任し、緑消防署長に届け出ること。（法第８条）

2
管理権原を有する者は、防火管理者に防火管理に係る消防計画を

作成させ、緑消防署長に届け出ること。（法第８条）

3
屋内階段１階に、避難の支障となる物件（備品）を存置しないよ

うに管理すること。（法第８条の２の４）

4
休憩室に自動火災報知設備の感知器を設置すること。（法第１７

条、規則第２３条）

5

消防用設備等は、定期（６か月ごと）に消防設備士等の資格を有
する者に点検させ、その結果を維持台帳に記録するとともに、１年
に１回緑消防署長に報告すること。（法第１７条の３の３、規則第
３１条の６）

（注意）１ 「改善（計画）・措置内容」欄には、改善（計画）方法、措置した事項などを具体的に
記入してください。

２ 「実施（予定）年月日」欄には、実施日、予定期日を記入してください。
３ 内容、改善状況等について、電話連絡、現場確認等を行う場合があります。

回答期限内の提出をお願いし
ます。
回答期限が切れた場合でも必
ず提出してください。

「立入検査等結果通知書」に
記載されている「名あて人」
からの報告となります。

期日、方法等を明記した具体
的な内容を記載します。

避難障害は即日撤去が原則で
すので、次のような回答が望
ましいものとなります。
【回答例：○月○日全て撤去
済みです。】

期日・方法等が明記された具
体的な内容とします。
次のような内容は再確認させ
ていただきます。
【回答例：資金面で余裕がで
きたときに実施します】

【その他】
※ 「改善（計画）年月日・措置内容」欄に書ききれない場合
は、別紙参照と明記したうえで、別紙を添付していただいても
構いません。
※ 是正前、是正後の状況が分かるような写真を添付していた
だいても結構です。
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